
消防計画 
 

第１章  総  則 

 

（目 的） 

第１条 この計画は消防法第８条第１項にもとづき、         の防火管理業務につい

て必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図

ること、南海トラフ地震に係る予防段階から警戒宣言の発令、地震発生（又は警戒宣言の解除）

までの間にとるべき対策を規定し混乱防止、発災後の被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

（消防計画の適用範囲） 

第２条 この計画に定めた事項については         に勤務し又は出入りする全ての者

に適用するものとする。 

   

（管理権原者の責任等） 

第３条 管理権原者は        の防火管理業務について、全ての責任を持つものとする。 

 

２ 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権

限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。 

 

（防火管理者の業務） 

第４条 防火管理者は             とし、この計画についての一切の権限を有し

次の業務を行うものとする。 

（1）消防計画の作成及び変更 

（2）消火、通報、避難訓練の計画とその実施 

（3）建築物、火気使用設備器具等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督 

（4）火気の使用又は取扱いに関する指導監督 

（5）収容人員の把握と安全管理 

（6）避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

（7）管理権原者に対する助言及び報告 

（8）その他防火管理上必要な業務 

 

（消防機関への報告及び連絡） 

第５条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。 

（1）消防計画の届出（変更の都度） 

（2）建築物の諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続 

（3）消防用設備等の点検結果の報告 

（4）自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請 

（5）その他防火管理について必要な事項 



第２章  予防管理対策 

 

（予防管理組織） 

第６条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者並び

に建物、火気使用器具等及び消防用設備等の点検検査を行う自主点検検査員を別に指定する。 

 

（火元責任者の業務） 

第７条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。 

（1）担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理 

（2）担当区域内の消防用設備等の維持管理 

（3）地震時における火気使用設備器具の出火防止措置 

（4）防火管理者の補佐 

 

（自主点検検査員の業務） 

第８条 自主点検検査員は、建物、火気使用器具等及び消防用設備等について適正な管理と機能

保持のため、防火管理者が指定した自主点検表に基づき検査を実施し、その結果を「防火管理

維持台帳」に記録するとともに、防火管理者に報告するものとする。 

 

（自主点検検査の実施） 

第９条 自主点検検査の実施時期は次のとおりとする。 

点検実施日 

建築物等 火気使用設備等 危険物施設 電気設備 消防用設備等 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

  月  日 

                                                 

 （消防用設備等の法定点検） 

 第 10 条 消防用設備等の法定点検は、次の消防用設備等点検計画表により行い、その点検した

結果については、  年に１回尾道市消防局長（管轄消防署長）に報告しなければならない。 

 

  機器点検 総合点検 

消防用設備等 

    月   日  

    月   日  

    月   日  

 



第３章  火災予防措置 

 

（防火管理者への連絡事項） 

第 11 条 次に掲げる事項を行うとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示

を受けなければならない。 

（1）指定場所以外で臨時に火気を使用するとき 

（2）各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき 

（3）改装、模様替え等を行うとき 

（4）その他防火管理上必要な事項 

 

（従業員の遵守事項） 

第 12 条         に勤務するすべての者は、日常勤務を通じて各種災害を防止するため、

次の事項を遵守しなければならない。 

（1）避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。 

（2）消防用設備等の周辺には、装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。 

（3）火災を発見した場合には、消防機関（１１９）に通報するとともに防火管理者に連絡し、

災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。 

（4）喫煙は、指定した場所で行うこと。 

 

（火気使用時の遵守事項） 

第 13 条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（1）厨房内は常に整理整頓しておくこと。 

（2）火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全確認をすること。 

（3）工事を行うものは、火気管理について防火管理者の指示を受けること。 

（4）終業時には、吸い殻等を指定場所へ集めること。 

（5）危険物は、持ち込まない、持ち込ませない。 

（6）火気設備器具は、指定された場所で使用するとともに、器具等の本来の目的以外に使用し

ない。 

（7）その他。 



第４章  自衛消防活動対策 

 

（自衛消防の組織と任務分担） 

第 14 条 火災、地震その他の災害が発生した場合、被害を最小限に止めるため、        

の自衛消防組織として           を自衛消防隊長とし、次の任務分担により自衛

消防隊を別に指定する。        

係   別 任      務      分      担  

隊 長 
自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うとともに消防隊と密接な連携を図る。 

避難状況の把握を行う。 

 

副 隊 長 
隊長を補佐し、指示、命令の伝達にあたる。 

隊長が不在時は、その任務を代行する。 

 

 

 

 
消防機関に対する通報及び確認を行う。 

出火の報知及び消防隊への情報の提供にあたる。 

 

通報連絡班  

  

消 火 班 消火器等を用い消火作業にあたる。  

 
非常口等を開放し避難誘導等にあたる。 

避難器具の設定、操作にあたる。 

 

避難誘導班  

  

 

（避難経路図等） 

第 15 条 自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避

難経路を明示した避難経路図を別添１のとおり作成し、従業員すべてに周知徹底させなければ

ならない。 

 

 

第５章  震災対策 

 

（震災予防措置） 

第 16 条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するために第２章に基づく各施設器

具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。 

（1）建物、建物に付随する施設（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物の倒壊、転倒、落下の有無

の検査 

（2）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等について

の作動状況の検査 

（3）危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査 

 

 （震災にそなえての準備品） 

第 17 条 震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。 

（1）医薬品        (3) 非常食（２～３日分）    (5) その他必要なもの 

（2）携帯ラジオ      (4) 飲料水 

 



 

 

（地震後の安全措置） 
第 18 条 各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、防火管理者に

報告し、その安全を確認後、使用開始すること。 

 

（地震時の活動） 
第 19条 地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。 

（1）火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。 

（2） 防火管理者は、被害状況を建物内にいる全員に知らせるとともに必要な事項を指示すること。

また、関係防災機関（消防署、市町村役場等）からの情報を積極的に収集すること。 

（3）テレビ、ラジオ等により、情報の収集を行う。 

 

   

第６章 南海トラフ地震対策 
 

（目 的） 
第 20 条 この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「法」

という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項

について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

（自衛消防組織） 
第 21 条 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合、自衛消防

組織は次のとおり編成替えし、その編成を別添のとおり定める。 

 （1）地震防災隊長及び副隊長を置く。 

 （2）隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置する。 

   

（隊長等の権限及び業務） 
第 22条 隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、南海トラフ地震臨時情報（調査中）、

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表され

た場合は次の（1）の措置を、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地

震が発生したこと等を覚知した場合は、次の（1）から（5）の措置を講ずるものとする。 

（1）情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。 

（2）南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な

措置について周知すること。 

（3）避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。 

（4）         に勤務し又は出入りする全ての者を一旦         に集合させ、

別添２に示す        に避難させること。 

（5）前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減

を図るために必要な措置を行わせること。 

 

２ 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。 

  

（従業員の責務） 
第 23 条 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき又は南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表さ

れたとき並びに地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班にその旨

を報告するものとする。 

 

（情報収集連絡班の業務） 
第 24条 情報連絡班は、隊長の指示に基づき、次の活動を行うものとする。 

（1）隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告する

こと。 



 

（2）担当職員を緊急参集させること。 

（3）地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容、地域住民等に密接に関係のある事項、その

他必要な措置等防災上必要な情報を、次項に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝える

こと。 

 

２ あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための 

例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを 

考慮した、伝達手段の確保に留意すること。 

 

（避難誘導班の業務） 
第 25条 避難誘導班は、次の活動を行うものとする。 

（1）地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別添避難経路図に示した避難誘導位置につき、

建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲示等

必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。 

（2）隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。 

（3）避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めるこ

と。 

（4）顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。 

 

（応急的保安措置） 
第 26 条 津波到達までに時間的余裕がある場合は、二次災害の発生を防止するため、次の措置を講

ずるものとする。 

（1）あらかじめ定めた手順に基づき、製造・入出荷設備の安全な停止、漏洩等の被害を最小限にす

る等の措置を講ずること。 

（2）津波浸水による容器の事業所外への流出防災対策、タンクローリーの事業所外への流出防止措

置及び安全な場所への退避等の措置を講ずること。 

（3）（1）及び（2）の応急的保安措置完了後は、直ちにその旨を隊長に報告するとともに、あらか

じめ定めた避難開始基準に基づき、速やかに避難を開始すること。 

 

（その他不測の事態） 
第 27 条 隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この計画どおりに活動することが

困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊

員に必要な指示を与えるものとする。 

 

２ 各班の班長は、班がこの計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直

ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。 

 

（南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における防災に関する業務） 
第 28条 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合、地震防災隊は、隊長の指示に基づ 

き、地震及び津波に関する情報の収集を開始する。 

第 29条 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、地震防災隊は、南海トラフ 

沿いの想定震源域内のプレート境界における M8.0以上の地震の発生から１週間、後発地震に対し 

て警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置 

をとるものとする。 

第 30条 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、地震防災隊は、南海トラフ 

沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満又はプレート境界以外や想定震源 

域の海溝軸外側 50㎞程度までの範囲で M7.0以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴 

う震源が深い地震は除く）が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプ 

レート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常 

と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過する 

までの期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 

 

 



 

第 31条 南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合、地震防災隊は、隊長の指示に基 

づき、防災に関する業務を終了する。 

 

（訓 練） 
第 32条 防火管理者は、南海トラフ地震対策に関する訓練を第 36条に定める訓練に合わせ、次のと

おり年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加す

るものとする。 

（1）情報収集・伝達に関する訓練 

（2）津波からの避難に関する訓練 

（3）その他前各号を統合した総合防災訓練 

 

（教 育） 
第 33条 防火管理者は、南海トラフ地震対策に関する教育を第 35条に定める教育に加え、次のとお

り実施する。 

（1）南海トラフ地震臨時情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（2）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

（3）地震及び津波に関する一般的な知識 

（4）南海トラフ地震臨時情報が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとる 

べき行動に関する知識 

（5）南海トラフ地震臨時情報が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果

たすべき役割 

（6）南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

（7）南海トラフ地震対策として今後、取り組む必要のある課題 

 

（広 報） 
第 34 条 防火管理者が、顧客等に対して事前に行う広報は次による。なお、外国人に対しても正し

く理解してもらえるよう留意すること。 

（1）南海トラフ地震臨時情報の内容並びにこれに基づきとられる措置の内容 

（2）南海トラフ地震臨時情報が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合の出火防止、顧

客同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する

知識 

（3）正確な情報入手の方法 

（4）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

（5）各地域における避難対象地区、土砂災害警戒区域等に関する知識 

（6）各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

   現地の地理に不案内な観光客等に対するパンフレット・チラシ・避難誘導看板設置による避難 

 対象地域や避難場所、避難経路等に関する広報 



 

第７章  防火教育及び訓練 
 

（防火教育の実施時期及びその内容） 
第 35条 防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。 

対 象 者 実 施 日 時 内            容 

 

全 従 業 員 

 

   月  日 消防計画の内容の周知徹底 

火災予防上の遵守事項 

従業員各自の任務及び責任の周知徹底 

地震対策に関する基本的事項 

その他火災予防上必要な事項 

   月  日 

   月  日 

新 入 社 員 そ の 都 度 

そ の 他  

 

（訓練の実施時期及びその内容） 
第 36条 防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。 

                   

訓 練 種 別 
実 施 日 時 訓    練    内    容 

総 合 訓 練 
  月   日 消火、通報、避難誘導等の訓練を連携し、必要と認

める場合は、消防機関への指導を要請する。   月   日 

部分訓練 

消火訓練 
  月   日 消火器具の取扱い要領の習熟を図り、初期消火訓練

を行う。   月   日 

通報訓練 
  月   日 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の

連携体制の習熟を図る。   月   日 

避難訓練 
  月   日 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図

る。   月   日 

                                                                       

（訓練の通知） 
第 37 条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する際は事前に、「自衛消防訓練通知書」により尾道

市消防局長（管轄消防署長）に通知するものとする。 

 

 

第８章 防火管理業務の一部委託 
 

（防火管理業務の一部委託について） 
第 38 条 防火管理業務を補うため、防火管理業務の一部を委託するものとし委託業務の内容につい

ては、別に定める「防火管理業務の委託状況」のとおり。 

 

 
付 則 

この消防計画は、         年    月    日から施行する。 



 

火 災 予 防 管 理 編 成 表 

 

 

自 衛 消 防 隊 編 成 表 
＜＞は、南海トラフ地震発生時の任務 

 
自衛消防隊長 

<地震防災隊長> 
班 別 氏名又は役職名 

 

 

消 火 班 
＜情報収集連絡班＞ 

情報収集係 

（          ）  

（          ） 

（       ） （          ）  

 

通報連絡班 
＜情報収集連絡班＞ 

連絡係 

（          ）  

 （          ）  

自衛消防副隊長 

<地震防災副隊長> 
（          ） 

 

 

避難誘導班 ＜避難誘導班＞ 

（          ）  

（       ） （          ）  

 （          ）  

 

防 火 管 理 者 担 当 区 域 
火 元 責 任 者 

（氏名又は役職名） 

 

 事 務 所 （              ）  

  （              ）  

  （              ）  

  （              ）  

  （              ）  

  （              ）  

  （              ）  

（        ） 
自 主 点 検 検 査 別 

担 当 者 

（氏名又は役職名） 

 

 建 築 物 等 （              ）  

 火 気 使 用 設 備 （              ）  

 危 険 物 施 設 （              ）  

 電 気 設 備 （              ）  

 消 火 設 備 （              ）  

 警 報 設 備 （              ）  

 避 難 設 備 （              ）  

  （              ）  



 

別 添１ ＜建物内避難経路図＞ 

各階別の平面図に消防用設備等の配置及び２方向避難を矢印（→）で表示すること。 

（複数棟ある場合は、すべての棟の経路図を作成すること。） 



 

別 添２ ＜南海トラフ地震発生時避難経路図＞ 

南海トラフ地震発生時の津波被害のない避難所までの避難経路を矢印（→）で表示する

こと。 


